





宝塚市立男女共同参画センター指定管理者

募　　集　　要　　項


















令和８年（2026年）６月
宝塚市
 

目　次

１　はじめに	1

２　施設の概要	1

３　指定管理の期間	1

4　指定管理料等	2

5　管理運営の基準	3

6　管理運営に関する基本的な考え方	4

7　指定管理者が行う業務の範囲	4

8　応募資格等	4

9　応募の手続き	5

10　説明会の開催等	6

１1　質疑受付	7

１2　スケジュール	7

13　指定管理者選定の方法及び基準	8

１4　指定管理者の指定及び協定の締結	8

15　管理の実施が困難になった場合の措置	10

16　実績評価	11

17　その他	11

18　問い合わせ先	11




１　はじめに

宝塚市立男女共同参画センター（以下「センター」という。）は、誰もが平等に参画できる社会の実現をめざして、男女共同参画に関する情報提供や啓発活動、各種講座、相談事業などを提供し、地域社会の理解を深めることを目的として設置しています。
このたび、令和４年度（2022年度）から開始した指定期間が令和９年（2027年）３月３１日をもって満了となるため、令和９年（2027年）４月１日から令和１４年（2032年）３月３１日の５年間の指定管理者の募集を行います。
宝塚市立男女共同参画センター条例（以下「センター条例」という。）第１９条の規定に基づき、地方自治法第２４４条の２第３項の規定による施設の管理に関する業務を行う指定管理者を以下の要領で募集します。

２　施設の概要

（1）　名称　　　　宝塚市立男女共同参画センター
（2）　所在地　　　　宝塚市栄町２丁目１番２号　「ソリオ２」４階
（3）　構造　　　　鉄骨鉄筋コンクリート造　８階建　４階部分
（4）　床面積　　　　９００．９８㎡
（5）　施設内容　　　　学習交流室、プレイルーム、情報・図書コーナー、カウンセリングルーム、
（5）施設内容　　　　フリースペース
（6）　開設年月日　　平成５年（1993年）４月１日
（7）　開館時間
ア　日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日
午前９時から午後５時まで
イ　アに掲げる日以外の日
午前９時から午後９時まで

ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、開館時間を変更することができます。
（8）　休館日
ア　毎月第２日曜日
イ　年末年始（１２月２９日から翌年の１月３日まで）
　　
ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得　て、休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を設け、又は休館日に開館することができます。

3　指定管理の期間

令和9年（2027年）4月1日から令和１４年（2032年）３月３１日までの５年間を予定しています。指定期間は宝塚市議会の議決事項であるため、指定管理者指定の議決の時に、指定期間も確定します。
なお、指定管理者指定の議決後（令和８年（２０２６年）９月下旬を予定）、指定期間開始日までの間は引継ぎ及び準備期間とし、それにかかる費用は次期指定管理者の負担とします。
4　指定管理料等
　　
指定管理者は、次に掲げる利用料金等及び宝塚市が支払う指定管理料により、管理運営を行うものとします。
（1）　利用料金等
センター条例第１１条に規定のとおり、施設利用料は地方自治法第２４４条の２第８項の規定に基づく利用料金制を採用していますので、利用者から支払われた利用料金は指定管理者の収入となります。
また、その他センターの管理運営に起因する料金等（複写機利用料等）についても指定管理者の収入となります。

（2）　指定管理料
管理運営にかかる経費については、宝塚市が必要と認める管理運営経費に相当する金額を指定管理者に支払います。令和9年度（2027年度）に支払われる指定管理料の額は、
５４，２７９，０００円を上限として、予算で定める範囲内で年度毎に締結する協定書で定めます。令和10年度（2028年度）以降は、収支決算状況等に基づき、指定管理料の見直しが行われる場合があります。
指定期間（5年間）における指定管理料の上限額は、２７１，３９５，０００円です。上記の額には、消費税及び地方消費税（10%）を含んでいます。なお、事故や自然災害など特別な場合を除き、指定管理料の増額は原則として行われませんので、事業計画及び収支計画の立案の際には注意してください。　　
· 収支計画の総事業費については、上記（１）利用料金等と（２）指定管理料を合わせた額とします。

（3）　指定管理料の精算
指定管理事業により生じた利益・損失は指定管理者に帰属するものとし、原則として精算は行いません。利用料金収入や経費節減など、指定管理者の経営努力によって生み出された余剰金については、より効果的で効率的なサービス提供に繋がるインセンティブとして、原則として精算による返還は求めません。したがって、指定管理者は自主事業の実施など、利用促進のために積極的な提案を行うことが期待されます。
一方で、利用料金収入の減少など、指定管理者の運営に起因する不足額が生じた場合も、原則として補填は行いません。ただし、次の場合には指定管理料の精算を含め、市と指定管理者で協議し、余剰金の取扱いについて決定します。
ア　事業計画等で規定した事業を実施しなかったり、協定で定めた事業の実施回数を下回ったりすることにより、余剰金が発生した場合
イ　社会情勢等の変化に伴う光熱水費の著しい減少など、協定締結時に見込まれていない特段の事情の変更により、余剰金が発生した場合

（4）　会計年度区分等
経理は会計年度（４月１日から翌年３月３１日まで）毎に区分します。なお、指定管理料の支払時期については、協定締結時に別途協議します。
（5）　指定管理料に余剰金が生じた場合の取扱い
適正な管理運営のもと、当該年度の指定管理料にコスト削減や利用料金収入増などで生じた余剰金は、より効果的で効率的なサービス提供につながるインセンティブに配慮し、原則、指定管理者に帰属するものとします。ただし次の場合については、今後の指定管理料の減額を含め、指定管理者と協議の上、余剰金の配分について決定することとします。
ア  指定管理業務の範囲、適正性及び収支状況からみて、余剰金が過大と認められる場合
イ  事業計画等で規定した事業を実施しなかったり、協定で定めた事業の実施回数を下回ったりするなど、指定管理者の努力によらず余剰金が発生した場合
ウ  協定時に見込まれていない特段の事情の発生により余剰金が発生した場合

5　管理運営の基準

指定管理者の指定を受けようとするもの（以下「応募者」という。）は、センター条例第3条に基づき、センターが掲げる男女共同参画の推進を目的として、センター内外の施設を相互に効率的に利用し、より多くの市民が利用できるように努めてください。また、センター条例に規定する施設の設置目的及び次に掲げる事項に基づき、創意工夫をもって、利用者に質の高いサービスを提供し、施設全体を効果的かつ効率的に管理運営できるように提案してください。

（１）　利用促進
ア　利用者の意見や要望を可能な限り管理運営に反映し、多くの市民が男女共同参画の推進を図る施設として公平かつ平等に利用できるよう努めてください。
イ　開館時間や休館日、利用料金などの利用規則については、現状に拘らず、センター条例に規定する範囲内で自由な発想をもって設定し、効果的な利用の促進に努めてください。
ウ　男女共同参画推進活動を行う市民や市内を拠点として活動するグループ等の意見を把握し、本市の男女共同参画推進の拠点としての使命を果たすよう努めてください。
エ　センターを地域に密着した施設として、宝塚の地域文化や特色を生かし、多くの市民に親しまれるよう、利用の促進に努めてください。
（２）　安全管理
センターの施設及び設備の機能を正常に保持し、利用者が安全かつ快適に利用できるよう、適正管理と保守点検に努め、危険箇所等を発見した場合は、迅速かつ的確に処理してください。
（３）　維持管理
センター及び施設の清潔を保ち、必要な設備の適正な維持管理を行い、利用者が快適に過ごせる環境を提供するよう努めてください。


（４）　業務の体制
業務を適正に実施するために、次に掲げる適正な職員体制を組むとともに、効果的かつ効率的な管理運営を行い、経費の節減に努めてください。
ア　総括責任者を配置し、センターの管理運営における全体責任を担わせること。
イ　防火管理者や衛生管理者など、法令等で定められた有資格者を配置すること。
ウ　職員に対して定期的な研修を実施し、男女共同参画に関する知識や技術を習得
させ、その向上に努めてください。
（５）　市民との協働
センターは、市民参加型の男女共同参画推進活動を行い、市民活動グループとの協働を推進しています。引き続き、市民との協働を深め、利用者へのサービスを充実させるとともに、市民活動の場を提供し、センターが地域社会に貢献する施設としての役割を果たすよう努めてください。

6　管理運営に関する基本的な考え方

指定管理者は、センターの管理運営にあたり、関係法令等を遵守するとともに、　次に掲げる事項に沿って行わなければなりません。
（1）　センターは男女共同参画の推進を図るための施設であり、男女共同参画社会基本法及び宝塚市男女共同参画推進条例に規定する基本理念に基づき管理運営を行うこと
（2）　利用者の意見や要望を可能な限り管理運営に反映させること
（3）　効果的かつ効率的な管理運営を行い、経費の節減に努めること
（4）　個人情報の適切な管理を行うこと

7　指定管理者が行う業務の範囲

センター条例第２０条に規定する業務を行うものとします。詳細は、別紙「宝塚市立男女共同参画センター指定管理者が行う業務の概要」のとおりです。

· 管理運営業務の全部を第三者に委託し又は請け負わせることはできません。なお、業務の一部については、専門事業者等に委託することができます。

8　応募資格等

（1）　男女共同参画社会づくり活動に熱意があり、センター利用者の平等な利用を確保する能力とセンターの管理運営を円滑かつ安定して実施できる能力を有し、指定期間中、施設の管理運営を的確かつ継続的に実施できる法人その他の団体（以下「法人等」という。）又は複数の法人等が共同で構成する団体（以下「団体等」という。）とします。
（2）　次の項目に該当する公の施設を管理するのに不適切な法人等又は団体等を除きます。
ア　法人税、法人市民税、消費税及び地方消費税等の租税を滞納している者
イ　地方自治法施行令第167条の4の規定により、本市における入札参加を制限されている者
ウ　募集の公告日において本市から指名停止処分を受けている者又は募集の公告日以降に本市から指名停止処分を受けた者
エ　会社更生法、民事再生法等の規定による更正、再生手続き中の者
オ　宝塚市暴力団の排除の推進に関するセンター条例第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者
カ　労働基準監督署から是正勧告を受け、２年を経過しない者（是正勧告を受け必要な措置の実施について、労働基準監督署に報告している者を除く。）
キ　本市又は他の地方公共団体から指定管理者の指定を取り消され、２年を経過しない者
ク　アからキに掲げるもののほか、法令違反など社会的信用を損なう行為等により指定管理者の指定をするのにふさわしくない事由があると市長が認める者

9　応募の手続き

（1）　提出書類
法人等の団体であって、応募者は、次に掲げる書類を提出してください。なお、書類の作成に際しては、別添の「宝塚市立男女共同参画センター指定管理者申請様式集」を参考としてください。　
ア　宝塚市立男女共同参画センター指定管理者指定申請書（様式第１号）
イ　指定予定期間に属する初年度分【令和９年度（2027年度）】のセンターの管理運営にかかる事業計画書、収支予算書。なお、事業計画書と収支予算書には、２年目以降の基本的な考え方（見直しの方向性等）を必ず記載してください。
ウ　定款又は寄付行為及び登記事項証明書（法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類）
エ　指定申請をしようとする日の属する事業年度【令和８年度（2026年度）】を起点とする過去３年間【令和５年度（2023年度）から令和７年度（2025年度）】における財産目録又は貸借対照表、指定申請しようとする日の属する事業年度【令和８年度（2026年度）】に設立された法人等にあっては、設立時における財産目録または、これらの書類に相当する書類　
オ　指定申請をしようとする日の属する事業年度【令和８年度（2026年度）】又は翌事業年度【令和９年度（2027年度）】における法人等の事業計画書及び収支予算書　　
カ　役員（法人以外の団体にあっては、これに相当するもの）の名簿
キ　法人にあっては、指定申請をしようとする日の属する事業年度【令和８年度（2026年度）】を起点とする過去３年間の次の書類（市町村民税納税証明書、法人税納税証明書、消費税納税証明書、地方消費税納税証明書）
ク　法人等の組織及び運営に関する事項を記載した書類（組織図等運営の状況が分か　　　　るもの）
ケ　募集要項８の（2）のイ、ウ、エ、オ、キ、クに該当しない旨の申立書及びそれらについての照会に関する同意書

（2）　提出部数
上記（1）のア及びイの書類は、正本１部及び副本１０部
上記（1）のウ～ケの書類は、正本１部及び副本１部
※　上記、副本は複写可とします。全てＡ４サイズに調製してください。
（3）　提出書類受付期間
令和８年（2026年）６月８日（月）から７月７日（火）までの午前９時から午後５時までとします。ただし、土曜日、日曜日、祝日は除きます。
（4）　提出方法
宝塚市役所　３階　総務部　人権平和・男女共同参画課まで持参してください。
※　提出時に内容を確認させていただく必要があるため、郵送による提出はできません。
（5）　提出書類の著作権、情報公開
ア　応募者が提出した書類（以下「申請書類」という。）の著作権は、応募者に帰属します。　ただし、宝塚市は指定管理者の公表等必要な場合は、申請書類の全部又は一部を無償で使用できるものとします。また、申請書類は、理由の如何を問わず返却しません。
イ　申請書類は、情報公開の請求により開示することがあります。（但し、個人情報にかかる部分は除く。）
ウ　申請内容に特許権、商標権、その他法令に基づいて保護される第三者の権利を用いる事項があり、これらを用いた結果生じる責任は全て応募者が負うものとします。
（6）　応募にあたっての留意事項
ア　提出期間終了後の申請書類の再提出及び差替は、原則として認めません。　　　
イ　応募者は、複数の事業計画書を提出することはできません。
ウ　必要に応じ、書類審査前に、書類の不足、不備の補完、書類記載内容の確認、追加資料の提出等をお願いすることがあります。
（7）　申請書等の配布
ア　配布期間　令和８年（2026年）６月１日（月）午前９時から
イ　配布場所　宝塚市役所　３階　総務部　人権平和・男女共同参画課
※　申請書等は、市ホームページからダウンロードできます。

１0　説明会の開催等
　　　　
施設の視察・説明会を次のとおり行います。参加者は各応募者で３人以内とし、現地説明会参加申込書（様式第２号）を電子メール又はファクシミリで提出してください。
※　視察・説明会への参加は、応募の条件ではありませんが、なるべく参加いただきますようお願いします。
（1）　開催日時　令和８年（2026年）６月８日（月）午後１時３０分から
（2）　開催場所　宝塚市立男女共同参画センター　
（3）　提出先　宝塚市役所　総務部　人権平和・男女共同参画課
ＴＥＬ：０７９７－７７－９１００　/　ＦＡＸ：０７９７－７７－２１７１
E-mail：m-takarazuka0018@city.takarazuka.lg.jp
（4）　説明会申込書等の配布
ア　配布期間　令和８年（2026年）６月１日（月）午前９時から
イ　配布場所　宝塚市役所　３階　総務部　人権平和・男女共同参画課
※　申請書等は、市ホームページからダウンロードできます。
ウ　申込締切　令和８年（2026年）６月５日（金）午後３時まで

11　質疑受付
質問がある方は、質問書（様式第３号）に記入し、電子メール又はファクシミリで提出してください。質問書が受け付けられたか否かの確認は、各申請者の責任で行ってください。通信上のトラブル等による不受理に関しては一切の責任を負いません。また、候補者の選定後に本要項等関連書類の不知又は不明を理由として、異議を申し立てることはできません。
（1）　受付期間 令和８年（２０２６年）６月８日（月）から６月１５日（月）午後５時まで
（2）　提出先　宝塚市役所　総務部　人権平和・男女共同参画課
ＴＥＬ：０７９７－７７－９１００　/　ＦＡＸ：０７９７－７７－２１７１
E-mail：m-takarazuka0018@city.takarazuka.lg.jp
（3）　質問書の配布
ア　配布期間　令和８年（2026年）６月１日（月）午前９時から
イ　配布場所　宝塚市役所　３階　総務部　人権平和・男女共同参画課
※　申請書等は、市ホームページからダウンロードできます。
（4）　回答方法　令和８年（２０２６年）６月１９日（金）から７月７日（火）午後５時まで
市ホームページに掲載する予定です。なお、質問者に対して個別には回答しません。また、質問者名は掲載しません。

１2　スケジュール

	日　　　時
	内　　　容

	令和８年（2026年）
	６月１日
	・募集要項、応募申込書、説明会申込書、質問書の配布開始

	
	６月８日
	・説明会、応募受付、質疑受付開始

	
	６月１５日
	・質疑受付終了

	
	６月１９日
	・質疑回答開始（受付締切まで公開）

	
	７月７日
	・応募の受付締切

	
	７月中旬
	・書類審査、応募者プレゼンテーション、選考、決定

	
	７月下旬
	・選定結果通知

	
	１０月上旬
	・宝塚市議会における指定管理者指定の議決

	令和９年（2027年）
	１月以降
	・協定締結、管理運営の準備等　

	
	４月１日
	・指定管理者による管理運営開始



[bookmark: _Hlk229752967]１3　指定管理者選定の方法及び基準

（1）　選定方法　
ア　宝塚市立男女共同参画センター指定管理者選定委員会（以下「選定委員会」という。）において書類審査及びプレゼンテーションによる審査により選定します。ただし、審査の結果、今回の応募者から指定管理者の候補者を選定しない場合もあります。
イ　選定委員会はセンター条例第１９条第３項に規定する基準等を基本に、次に定める選定基準に基づき公平かつ適正に審査し選定します。
(ｱ)　［公平性］市民の平等な利用が確保されていること
(ｲ)　［効果性］施設の効用を最大限に発揮でき、サービスの向上が図られること
(ｳ)　［効率性］管理運営経費の縮減が図られること
(ｴ)　［管理運営能力］施設の安定した管理運営を行う能力を有していること
(ｵ)　［維持管理能力］施設の適切な維持管理を行う能力を有していること
(ｶ)　［特殊性］施設の特殊性を理解し検討されていること
[bookmark: _Hlk229753182]ウ　選定委員は一人当たり１5０点満点で採点し、総合計７5０点満点とします。
エ　最低必要点数は総合計４５０点とし、これに満たない者は、指定管理者候補者及び次点者に選定されないこととします。
オ　出席委員ごとの評価点合計の１位の判定が最も多い団体等に決定します。１位が同数のときは、各委員の評価点の総合計が最も高い団体等を候補者とします。各委員の評価点の総合計も同点の場合は、選定委員会の委員長が決することとします。
カ　１団体しか応募がなかった場合においても、出席委員による採点を行った上で、応募団体等の資質、提案書類の内容等を総合的に判断し、候補者の適否を決定します。
キ　１団体しか応募がなかった場合を除いては、原則、次点者を選定することとします。辞退等があった場合は、選定した次点者を指定管理者候補者とすることとします。
ク　プレゼンテーションによる審査の日程等詳細については、別途応募者にお知らせします。
（2）　選定結果
結果については応募者に通知します。
（3）　選定対象の除外
応募者が次の要件に該当する場合、選定対象から除外します。
ア　申請書類提出期間に所定の書類が整わなかった場合
イ　申請書類に虚偽又は不正があった場合
ウ　選定審査に関する不当な要求等を申し入れた場合
エ　この選定方針に違反し又は著しく逸脱した場合
オ　その他不正な行為があった場合

１4　指定管理者の指定及び協定の締結

（1）　指定管理者の指定
13項に基づき選定された団体等は、指定管理者の候補者であり、宝塚市議会の議決により指定管理者となります。
（2）　協定の締結
宝塚市と指定管理者は、業務の内容及び管理の基準に関する細目事項等について、申請時に提出された事業計画に基づいて協議の上、協定を締結します。なお、協定は「基本協定」と「年度別協定」を締結します。
ア　基本協定　：　指定期間を通しての基本的事項に関する協定です。
イ　年度別協定　：　年度ごとの業務に係る事項及び指定管理料を定める協定です。
（3）　協定の主な内容
ア　基本協定
(ｱ)　協定事項
a　施設の概要及び管理の基準（名称、規模、開館時間、休館日等）
b　業務の範囲
c　指定期間
d　事業計画に関する事項
e　指定管理料、利用料金に関する事項
f　個人情報保護に関する事項
g　損害賠償に関する事項
h　指定の取消し及び業務の停止に関する事項
i　指定期間の終了に関する事項（業務の引継、現状復帰等）
j　事業報告及びモニタリングに関する事項
k　施設の修繕等に関する事項
l　リスク分担に関する事項
m　備品等の貸与
(ｲ)　修繕費等の取扱い
施設の使用に伴い発生する修繕費等については、指定管理者に負担を求め　る場合の「小破修繕」の定義、金額及び範囲（面積、期間等）等を例示し、協定においてあらかじめ規定します。
また、修繕費の範囲は、国税庁基本通達・法人税法第8節「資本的支出と修繕費」に留意するとともに、指定管理者がその管理期間満了時に資産を保有しないよう、寄附等の手続きにより適切に処理してください。
なお、市の責任においては、施設の保全計画に基づき、施設存立のための計画的な修繕を行うこととします。（修繕積立金は、指定管理料に含めず、市が直接、管理組合等へ支払います。）
(ｳ)　リスク分担の標準例
個々の施設におけるリスク分担については表１「リスク分担　標準例」に基づき、協定において定めることとします。
(ｴ)　備品の取扱い
管理運営上必要な備品については、市が購入し、無償貸与します。
また、管理運営事業におけるより質の高いサービス（市が求める基準以上）の提供や自主事業での使用を目的とする備品については、指定管理者が、自己の費用（指定管理料や指定管理業務に係る収入は含まない）と責任で購入することができることとします。その場合、当該備品の所有権は指定管理者に属することとし、指定管理期間満了の際は、原則、原状回復のため撤去してください。ただし、当該備品は、市と指定管理者との協議により、市に引き継ぐことができるものとします。
イ　年度別協定
(ｱ)　当該年度の業務内容に関する事項
(ｲ)　当該年度に市が支払うべき指定管理料に関する事項
(ｳ)　その他

15　管理の実施が困難になった場合の措置
　
（１）　事業開始前に管理の実施が困難になった場合
指定管理者の業務開始前までの期間に、指定管理者の候補者として指定された者又は指定管理者が、次の事項のいずれかに該当した場合は、指定管理者の候補者としての決定又は指定管理者の指定を取消すことがあります。
ア　宝塚市議会において指定にかかる議案が否決されたとき。
イ　指定管理者等が倒産または解散したとき、もしくは社会的に非難される事件を起こし
たとき。
ウ　資金事情の悪化等により、業務の履行が確実でないと認められるとき。
エ　指定管理者等が提出した書類に虚偽の記載があることが判明したとき。
オ　正当な理由なくして協定の締結に応じないとき。
カ　この募集要項に定める申請資格を失ったとき、または申請資格がないことが判明し
たとき。
キ　その他、指定管理者に指定することが不可能となったとき、または著しく不適当と認
められる事情が生じたとき。

（２）　指定期間満了前に管理の実施が困難になった場合
ア　市による指定の取消し
市は、次の事項のいずれかに該当すると認める場合は、指定期間満了前に指定管理者の指定を取消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとします。
（ｱ）　指定管理者が業務に関し不正行為があったとき。
（ｲ）　指定管理者が市に対して虚偽の報告を行い、又は正当な理由なく報告等を拒ん
だとき。
（ｳ）　指定管理者が基本協定の内容を履行せず、又はこれらに違反したとき。
（ｴ）　指定管理者が自らの責めに帰すべき事由により、協定締結解除を申し出たとき。
（ｵ）　指定管理者が次の事項のいずれかに該当するとき。
a　申請資格を失った、または申請資格がないことが判明したとき。
b　資金事情の悪化等により業務の遂行が確実でないと認められるとき。
（ｶ）　その他市が必要と認めるとき。
イ　指定管理者による指定の取消しの申出
指定管理者は、次の事項のいずれかに該当すると認める場合は、市に対し指定期間満了前に指定の取消しを申し出ることができます。この場合、市は、指定管理者との協議を経てその措置を決定するものとします。
（ｱ）　市が基本協定の内容を履行しない、または違反したとき。
（ｲ）　市が任意に指定の取消しを行ったとき。
（ｳ）　市の責めに帰すべき事由により指定管理者が損害又は損失を被ったとき。
（ｴ）　その他指定管理者が必要と認めるとき。
ウ　不可抗力による指定の取消し
市又は指定管理者は、不可抗力により業務の継続が困難と判断した場合は、相手方に対して指定取消しの協議を求めることができるものとします。協議の結果、双方がやむを得ないと判断した場合、市は指定の取消しを行います。
（３）　指定期間満了前の取消し時の措置に関する事項
指定管理者の責めに帰すべき事由により、指定期間満了前に指定の取消しが行われた場合、市に生じた損害は指定管理者が賠償することになります。また、指定期間の終了または指定の取消しにより、次期指定管理者または市に業務を引き継ぐ場合、円滑な引き継ぎに協力してください。
　　　
16　実績評価
　
宝塚市は、指定期間中に市指定管理者モニタリングマニュアル等に基づき、管理運営の実績評価を実施します。
なお、実績評価の実施にあたり、宝塚市は知識経験者等からなる外部委員会を設置する場合があります。詳細は、別紙「宝塚市立男女共同参画センター指定管理者が行う業務の概要」のとおりです。

17　その他
　
（1）　応募等に係る経費
指定管理者の応募から、業務の開始（令和９年（2027年）４月１日）までの間にかかる必要経費は、応募者が負担することとします。
（2）　協定書の解釈に疑義が生じた場合や定めのない事項が生じた場合の措置
宝塚市と指定管理者は誠意をもって協議するものとします。ただし、協議が定まらない場合は、宝塚市が決定するものとします。

18　問い合わせ先
　　
〒665-8665　 兵庫県宝塚市東洋町１番１号
宝塚市役所　総務部　人権平和・男女共同参画課
TEL：0797-77-9100　/　　FAX：0797-77-2171
E-mail：m-takarazuka0018@city.takarazuka.lg.jp
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